
第１６回 足立区農業委員会会議議事録 
 

１ 日   時   平成３０年１１月１３日（火）午前１０時 

 

２ 場   所   足立区役所 中央館８階 災害対策本部室 

 

３ 出席の委員   １ 荒堀安行 ２ 宇佐美一彦 ３ 内田宏之 ４ 鹿濱德雄 

５ 田中太郎吉 ６ 馬場博文 ７ 横山恭臣 ８ 齋藤悦康 

９ 寳谷 実 １０ 吉田 勉 １１ 星野信雄 

 

４ 欠席の委員   な  し 

 

５ 出席の職員   事務長 望月義実  事務主査 篠崎 努 

主 事 江橋享佑  主 事 築出大典 

 

６ 議事日程 

日程第１ 議事録署名委員の指名について 

日程第２ 議案第２６号 相続税納税猶予に関する適格者証明書の発行について 

議案第２７号 相続税納税猶予に係る特例農地等における３年毎の農業経 

営継続証明の発行について 

議案第２８号 生産緑地に係る農業の主たる従事者の証明書の発行につい 

て 

日程第３ 報告事項 （１） 農地法第４条第１項第７号の規定による農地の転用届 

の受理通知書発行に関する報告について 

（２） 農地法第５条第１項第６号の規定による農地の転用届 

の受理通知書発行に関する報告について 

（３） 生産緑地の買取りについて 

日程第４ 協議事項 （１） 平成３０年度東京都農業会議「農業功労者表彰」候補 

者の推薦について 

  



７ 議事 

荒堀会長    只今から、第１６回足立区農業委員会会議を開会いたします。 

はじめに、日程第１、『 議事録署名委員の指名について 』です。 

私の方から、議席順に指名いたします。宇佐美委員、田中委員の両 

名にお願いいたします。 

荒堀会長    次に、日程第２、議案第２６号、『 相続税納税猶予に関する適格者 

証明書の発行について 』です。 

本件について、事務局から説明願います。 

（議案第２６号の１件について、事務局主事が農業相続人、特例適 

用農地、相続開始年月日、現地確認日について説明。） 

荒堀会長    それでは、私から報告いたします。 

１１月２日に私と事務局２名とで現地を調査してまいりました。（作 

付状況を説明。）圃場には雑草もなく、非常にきれいな状態であり、肥 

培管理は適正に行われているため、適格者証明書を発行することに何 

ら問題はないと考えます。 

只今の説明について、ご質問がありましたら、お受けいたします。 

（ な  し ） 

荒堀会長    それでは、只今の説明のとおり、適格者証明書を発行することとい 

たします。 

（ 了  承 ） 

荒堀会長    次に、議案第２７号、『 相続税納税猶予に係る特例農地等における 

３年毎の農業経営継続証明の発行について 』です。 

本件について、事務局から説明願います。 

（議案第２７号の３件について、事務局主事が農業相続人、特例適 

用農地、相続開始年月日、現地確認日について説明。） 

荒堀会長    それではまず、齋藤委員から報告をお願いいたします。 

齋藤委員    １０月３１日に私と事務局２名で現地を調査してまいりました。（作 

付状況を説明。）肥培管理は適正に行われており、農業相続人の農業に 

対して真剣に取り組む姿勢も素晴らしいと感じました。農業経営継続 

証明の発行について、ご審議のほどよろしくお願いします。 

荒堀会長    只今の説明について、ご質問はありますか。 

（ な  し ） 

荒堀会長    それでは、１件目の審議について、只今の説明のとおり、農業経営 

継続証明を発行することといたします。 

（ 了  承 ） 

荒堀会長    つづいて、星野委員から報告をお願いいたします。 

星野委員    １１月２日に事務局２名とともに現地を調査してまいりました。特 

例適用農地は現在、区画整理事業の区域内にあります。（従前地におけ 

る作付状況を説明。）すべての換地が完了した後に農業を再開するとの 

ことであり、今後も農業経営を継続する意向を確認しました。農業経 



営継続証明の発行について、ご審議のほどよろしくお願いします。 

荒堀会長    只今の説明について、ご質問はありますか。 

荒堀会長    農業相続人は、他には何を作付したいと話していましたか。 

星野委員    （現地調査時に農業相続人から聴取した今後の作付計画について回 

答。） 

荒堀会長    それでは、２件目の審議について、只今の説明のとおり、農業経営 

継続証明を発行することといたします。 

（ 了  承 ） 

荒堀会長    つづいて、寳谷委員から 報告をお願いいたします。 

寳谷委員    １１月６日に私と事務局２名で現地を調査してまいりました。（作 

付状況を説明。）圃場はきれいな状態でした。農業経営継続証明の発行 

について、ご審議のほどよろしくお願いします。 

荒堀会長    只今の説明について、ご質問はありますか。 

（ な  し ） 

荒堀会長    それでは、３件目の審議について、只今の説明のとおり、農業経営 

継続証明を発行することといたします。 

（ 了  承 ） 

荒堀会長    次に、議案第２８号、『 生産緑地に係る農業の主たる従事者の証明 

書の発行について 』です。 

本件について、事務局から説明願います。 

（議案第２８号の１件について、事務局主事が申出者、申出事由の 

生じた者、申出事由が生じた日、対象となる生産緑地、現地確認日に 

ついて説明。） 

荒堀会長    それでは、齋藤委員から報告をお願いいたします。 

齋藤委員    １０月３１日に私と事務局２名で現地確認及び事情聴取してまいり 

ました。申出者は、傷病のため単身での農業経営は困難な状態です。 

（作付状況を説明。）圃場はきれいな状態に保たれており、後継者が 

農業経営を引き継ぐ意向も確認しました。主たる従事者の証明書の発 

行について、ご審議のほどよろしくお願いします。 

荒堀会長    只今の説明について、ご質問はありますか。 

吉田委員    今回、生産緑地の面積の一部を解除する予定とのことですが、生産 

緑地として維持される部分は面積要件を満たすのですか。 

事務主査    面積要件は満たしています。来年の都市計画審議会で決定される予 

定です。 

荒堀会長    それでは、只今の説明のとおり、証明書を発行することといたしま 

す。 

（ 了  承 ） 

荒堀会長    次に、日程第３、報告事項の１、『 農地法第４条第１項第７号の規 

定による農地の転用届の受理通知書発行に関する報告について 』で 

す。 



本件について、事務局から報告願います。 

（事務局主事が議案書に従い、事務長専決事項「農地法第４条第１ 

項第７号の規定による農地の転用届の受理通知書発行」について、土 

地の表示、賃貸借の有無、届出者、施設の概要、届出月日を報告。） 

荒堀会長    只今の報告について、ご質問はありますか。 

（ な  し ） 

荒堀会長    それでは、報告のとおり、ご了承願います。 

（ 了  承 ） 

荒堀会長    次に、報告事項の２、『 農地法第５条第１項第６号の規定による農 

地の転用届の受理通知書発行に関する報告について 』です。 

本件について、事務局から報告願います。 

（事務局主事が議案書に従い、事務長専決事項「農地法第５条第１ 

項第６号の規定による農地の転用届の受理通知書発行」について、土 

地の表示、賃貸借の有無、届出者、施設の概要、届出月日を報告。） 

荒堀会長    只今の報告について、ご質問はありますか。 

（ な  し ） 

荒堀会長    それでは、報告のとおり、ご了承願います。 

（ 了  承 ） 

荒堀会長    次に、報告事項の３、『生産緑地の買取りについて 』です。 

本件について、事務局から報告願います。 

（事務局主事が議案書に従い、「生産緑地の買取り」について、買取 

り申出者、買取り申出の理由、対象となる生産緑地、買取り申出日、 

行政機関の買取りの有無、農業者へのあっせんについて報告。） 

荒堀会長    只今の報告について、ご質問はありますか。 

（ な  し ） 

荒堀会長    それでは、報告のとおり、ご了承願います。 

（ 了  承 ） 

荒堀会長    次に、日程第４、協議事項の１、『 平成３０年度東京都農業会議 

「農業功労者表彰」候補者の推薦について 』です。 

本件については、前回の定例会において、区内農業者を推薦候補者 

としてはどうかという意見があり、事務局からご本人の意向を確認し 

ましたところ、お引き受けいただけるということでした。 

それでは、推薦候補者の区内農業者について、事務局から説明願い 

ます。 

（事務局主事が別紙１により、平成３０年度「農業功労者表彰」推 

薦候補者の区内農業者について説明。） 

荒堀会長    只今の説明について、ご意見をお願いします。 

（ な  し ） 

荒堀会長    それでは、区内農業者を「農業功労者表彰」の候補者として推薦す 

ることと決定いたします。 



（ 了  承 ） 

荒堀会長    他に、何かありますか。 

（事務局事務主査が①活動報告と今後の予定について②「千住ネ 

ギ」定植授業及び生育状況について③都市農業公園「秋の収穫祭」実 

施結果について④元渕江公園「光の祭典」農産物出展イベントについ 

て⑤国への要望並びに都への意見に関する内容の検討について、を説 

明。） 

荒堀会長    他に、何かありますか。 

内田委員    災害発生時の生産緑地の活用について、事務局のほうで関係所管と 

の調整を行っていると思いますが、その進捗状況は如何ですか。ま 

た、災害発生時の対応について、生産緑地所有者向けのマニュアルの 

作成を要望しているところですが、そちらの進捗状況についても如何 

でしょうか。 

事務主査    区とＪＡ東京スマイルとの間で防災協定を結んでいますが、現在災 

害対策課のほうでそちらの見直しを進めていると聞いています。マニ 

ュアル等の作成も含めて災害対策課の判断になるため、また動きがあ 

れば適宜報告いたします。 

荒堀会長    生産緑地は災害時における避難場所という意義もあり、災害が実際 

に発生した時には生産緑地内へ多くの人が避難してする可能性があり 

ますが、正式な一時避難場所は学校等の公共施設であると思います。 

そのため、生産緑地内へ避難した人も、最終的には公共施設に開設さ 

れた避難所へ移ってもらう方針かと思います。 

事務主査    生産緑地は私有地であり、土地所有者の意向も汲む必要があるた 

め、画一的な枠組みを作ることが適切か否かも含めて災害対策課と検 

討していきたいと考えています。 

内田委員    生産緑地は、災害時における避難場所としての優先順位はどういっ 

た位置づけになるのでしょうか。 

事務主査    荒堀会長からもお話があったとおり、もっとも優先順位が高いのは 

公共施設や区が所有する公用地になります。一方で生産緑地は私有地 

であるため、優先順位は公用地と比較して低い位置づけになろうかと 

思います。 

荒堀会長    私からは、２点ほどお伝えいたします。 

まず、「千住ネギ」についてです。一部の学校でネギに虫がついてい 

るのが確認されたため、１１月７日に消毒を行ってまいりました。資 

料のとおり、各校で成長具合も異なっているため、今後もネギの生育 

状況を見守っていきたいと考えています。 

次に、都市農業公園で行われた「秋の収穫祭」の件です。農業委員 

会は都市農業公園の販売開始から１時間遅れて販売を開始しました 

が、同時刻に販売を開始するほうが好ましいと感じました。来年度以 

降については、公園側と改めて調整していきたいと考えています。 



荒堀会長    以上をもちまして、本日の議事日程は、すべて終了いたしました。 

これをもちまして、第１６回足立区農業委員会会議を閉会いたしま 

す。 

ありがとうございました。 

 


